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横浜市における基本的な計画等

1 基本構想

O吋箆兵市基樹蕎懇（長期ヒ‘ジョン）」

平成18年6月策定 構想期間：概ね20年間（2025（平成37）年頃まで）

2 行政全般に係る基柄拘計画

0「横浜市中期4か年計画J
平成22年 12月策定 計画期間：平成22～25年度（4年間）

3 各分野における基本的な計画等

女報告事頁として常任委員会において説明を受けた基本的な構想、計画、齢十、方針等（平成18年以降）

（出陣圏＝策定中又は策定予定医霊調＝委員錦陪時のもの（その後改正している場合あり）

( 1 ）政策・総務・財政委員会関係 (19件）

現j斤管局 計画等名 策定H繍 計画期間

1 I政策局 総合的な麗1樹策の考え方 平成23年5月

21政策局 横浜市PFIガイドライン
平成22年4月

改正

31政策局 横浜市指定管理者制度運用ガイドライン 平成21年10月

41政策局
｜第二の開国却｝ドする横浜の「国F矧1市
戦略J

平成21年4月

51政策局 ｜措雌雄の指針 平成21年3月

61政策局
提案競争型公共サービス改革市民Eガイドラ

平成19年3月
イン

71政策局 ヨコハマ国際まちづくり指針 平成19年3月

SI政策局 米軍施設返還跡地卵朋指針 平成18年6月

10 I総務局
プール及び野外活動施設等の見直しに係

平成24年8月
る基本的な考え方

11 I給湯局 経営改革に関する方針等 平成23年6月

12 I術鍋 外郭団体の経営改革に関する方針 平成23年2月

13 I術嫡 ｜横浜市f開化の鉢方針
平成23年2月 ｜｜①cg;儒行量動化計ビ画ジョ．平ン成：～2羽2～或2~7年年度頃

<4か年＞

14 I総務局 タl惇固体等の経営改事こ関する方針 平成22年10月

15 I櫛婦 新市庁舎整備審想素案 平成19年12月

1 

1 



, 
'C ． 

現所管局 計画等名 策定時期 計画期間

財政局 横浜市公共建築物マネジメント白書 平成25年春予定（）公｛※共）今施後設の20保年全聞費で推必計要託と激なる16 

17 財政局 市民利用施設等の利用者負担の考え方 平成24年4月

18 財政局 横浜市資産活用基本方針 平成22年3月

19 財政局 横浜市公共施設の保全・利活用基本方針 平成21年3月

一？？一

醐一一一同時一一位一

計
一
一
一
札
一
耽
q

一

…耕一一一一
E

H
一
一
九
州
国
叫
一

揖
一
一
切
一
勧
一
外
こ

糊
一
一
ポ
畳
間
取
一
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21 I市民局 協働伝隼の基材齢十

平成24年 10月

改訂

平成23年9月

改訂
22 I市民局 横浜市人権施策基本指針

平成23～27年度
<5か年＞

横浜市DV:施策に関する基本方針及ひ苛7動｜ ｜ 宅成23～27年度
｜ 平成23年1月 ｜ 

計画 ｜ ｜ 

詰｜文時尚｜｛開問蜘C鵬ヘツ子：三ふ；i決定；：＞iii
' y 回 一 ，， ' " ＂ 一回

ぉ｜却晴光局｜横浜市文化割強I蹴柑蹄の基本的な｜平成担年間｜ 概ねl同想定
考え方 ｜ ｜ ＜概ね 10年＞

24 I市民局

23 I市民局 第3次樹兵市男女共同劇商閣計画 平成23年l月

27 I文fr湖北局 13つのヨコハマ・アιト・フエスティノ号ル 平成23年 11月

28 I文儲費流局同職l即席特色合ロアイベント実踊晒 平成19年5月 平成21年5～9月

0周年～市政120周年～
29 I文fr動開｜基本計画 ｜平成18年6月

叶1~~＂局：；｜号手i五蹴災市R憲意~持~；； .1＞宅成五宇産干主走1：＜主示f
31陣 ｜横浜市倣災計画f震災対策編J；ν：：jσジJ唯露主；Iふぐ

平成24年4月

改訂

平成24年3月
修E

平成21年 12月

修E

32 I消防局 津波からの避難に関するガイドライン

33 I消防局 横浜型消防力再編計画

34 I消防局 横浜市防災計画「風水害対策編J

35 I消防局
｜横浜市業調銃器十画（BCP)

平成21年8月
「芳浬インフノレエンザ編j

36 I消防局 横浜市危機管理戦略 平成20年4月
平成20～27年度

<8か年＞

37 I消防局 横浜市国間呆護計画 平成18年11月
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(4件）

計画等名

唱’

係一関一
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一
口貝一委
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，sz、「
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計画期間

平成18～22年度
く5か年〉

策却を期

平成18年12月

～.ljZ,成20年イ切変半

横浜市雇用創出店隼プラン経済局38 

平成23～25年度
く3か年＞

平成23年12月埋立事業会計第3次中期財政プラン港湾局40 

平成18年6月象の鼻地区再整備基持十画港湾局41 

現所管局 計画等名 策鼠寺期 計画期間

42 
こども 横浜市次世代育成支樹T動計画

平成22年6月
平成22～26年度

青少年局 「かがやけ横浜とども脊少年プランJ後瞬i画 く5か年＞

43 教育委員会 樹兵市立高等学校教育振興プログ、ラム 平成23年3月
平成22～26年度

く5か年＞

44 教育委員会 横浜市教育振興基持団 .ljZ,戒23年1月
平成22～26年度

<5か年〉

45 教育委員会
横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学

平成22年12月
校規模に関する基本方針

46 教育委員会 横浜教育ビ、ジョ〉寸信隼プログラム 平成19年1月
平成18～22年度

く同年＞

47 教育委員会 横浜市立高等学校改革推進プログ、ラム 平成19年l月
平成18～22年度

<5か年＞

48 教育委員会 横浜教育ビジョン .ljZ,成18年10月
平成18～27年度

<10か年＞

(7件）(4）こども青少年・教育委員会関係

増補後：弔戎13～24桐支
く12か年＞

当初：平成13～22年度
<10か年＞

平成22年10月

増補

50 

平成20～24年度

<5か年＞

平成24～お年度
く3カ年＞

宅成24～26年度

く3か年＞

平成20年2月

················f,j]·.·~五時保健一iプ片山県三151晴鮪糊＋ •••••• ： 一一 つ川
I mJ旬 抽 m出品1~関する計画

－介護保
平成24年4月健康福祉局52 

平成24年4月健康福祉局53 

横浜市菊盟インクルエンザ対策行動計画

3 

平成24年2月

改定
健康福祉局54 



• 

守．

現所管局 計画等名 策定時期 計画期間
平成22～27年度

55 健康福祉局 樹兵市食育推進計画 平成22年9月 <6均年＞
※次期計画から＜5か年＞

56 病院経営局 第2次横浜市立調涜中期経営プラン 平成24年3月
平成24～26年度

く3か年＞

(6）温暖化対策・環境創造・資源循環委員会関係 (14件）

現万暗局 計画等名 策定時期 計画期間

57 
翻妥イじ文様

横浜市環境未来都椅十画 平成24年5月
平成24～28年度

統括本部 <5か年＞
江渡期（～弔戎25年濁

58 
t副長討じ文様 横浜市地駒田封じ対策指南画

平成23年3月
<4か年＞

統括本部 （区域施策編） ②用期（～弔或32明君
③長期（～弔戎62年窃

59 
田愛化対策 横浜市C0-0030ロードマップ

平成21年3月
①中期（～弔戎37年関

統括本部 （環境モデ〉暗日市アクションプラン） ②長期（～弔戎62年園

60 
温~Jl討凶策

樹兵市脱由妥伯子動方針（co~oo30) 平成20年2月
①中期（～弔戎37銅お

統括本部 ②長調（～羽戎62網野

61 策髄IJ)造局横浜市下水道Bcf'c葬場組続計画ト＇… 平成25年3月予定
62 環境創造局 樹兵市森林樹首計画

平成24年3月 平成21～29年度

変更 <9か年＞

63 環境創造局 横浜市下水道事業「中期経営計画2011J 平成23年4月
平成23～25年度

<3か年＞
①中長期（～耳減37年国

64 環境創造局 新たな「横浜市原嵐営程計画j 平成23年4月 ＠湾業（～弔戎25伺妻。
く3か年＞

生物多樹割賛浜行動計画 ①中長期（～弔戎37領要。
65 環境創造局

「ヨコハマbプランJ
平成23年4月 ＠湾業（～弔或25毎週

く3か年＞

66 環境創造局 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 平成21年4月
平成21～25年度

<5か年＞

67 環境創造局 横浜市生物多樹生保全再生指針 平成21年3月

68 環境創造局 横浜市水と緑の基梓十画 平成18年12月
宅成18～37年度

く20か年＞

69 資源循環局 第6次横浜市産業廃棄均皮盟指導計画 平成23年3月

70 資源循環局
横浜市一般廃繋物処理基本計画

平成23年1月
平成22～37年度

「ヨコハ－？ 3R夢プランJ <16カ年＞

(7）建築・都市整備・道路委員会関係 (13件）

現所管局 計画等名 策定時期 計画期間

71 建築局 横浜市住生活基持十画 平成24年3月
平成23～32年度

<10か年＞

72 建築局 横浜市土地卵j用制由舌用方針 平成20年2月

73 都市整備局 歴史を生かしたまちづくりの描飴こついて 明戎25年度以降

横浜市都市十画マスタープラン 宅成24.年度末
74 都市整備局

（全市プラン） 改定予定
目標年次：平成37(2d25）年
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現所管局 計画等名 策定時期 計画期間

75 都市整備局 駐車場整備計画
平成24年10月 ～平成34年度

改定 ＜概ね10年後＞

76 都市整備局 関内・関外地区活性ft才血隼計画 平成22年3月

77 都市整備局
横倒駅周辺大改浩計画

平成21年12月
（エキサイトよこはま22)

78 都市整備局 都心臨海部・インナーハ｝パー整備毒想、
（平成21年6月

く概ね 50年後＞
骨子案）

79 都市整備局 横浜都市指亘計画 平成20年3月 ～平成37年頃

80 都市整備局 横浜市駐車易整備基本計画
平成19年4月

改定

81 都市整備局 横浜市景観ビジョン 平成18年12月

82 道路局 都市計画道路網の見直しの素案 平成20年5月

83 道路局 樹兵市踏切5箇年整備計画 平成18年10月
平成18～22年度

<5か年＞

(8）水道・交通委員会関係 (3件）
一守 F 『一’・一，一

現所管局 計画等名 策定時期 計画期間

84 交通局 市営交通中期経営計画 平成24年5月
平成24～26年度

<3か年＞

85 水道局 横浜市水道事業中期経営計画 宅成24年3月
平成24～27年度

<4か年＞

①長期ビジョン：平成18～37隼度

86 水道局 棋諺討G差長期ピVョン・10.か年グラン 平成18年7月
<20か年〉

②IO料ザラン：羽戎18～27暢

<10か年＞
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大分類「（4）議会の組織・権限・審議」に関する検討項目の方向性別取り組み（案） 2 ／ 

・中分類①組織
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《政策調査サポート体制》
委員会担当、会派担当、法制等担当を配置

・自主調査に基づく刊行物を発行（市会
ジャーナル、法制レポート、判例情報）
．市会図書室の運営
・市会情報システムの運営

「法務分野人材育成計画」 （総務局
回4.2）に基づき法務分野の人材を全庁的に
育成ーまた、 「政策調査課職員育成ビジョ
ンJ f議会局H23.9）に基づき、課内にお
いて入材を育成

c 委員会構成 ｜・現時点でB常任委員会及び7特別委員会を11 常任委員会
・特別委員会の位置付｜設置している。 I 機構改革や局事業の関連性などから、その都度所管局は議
け（民主） ｜・各常任委員会の委員定数は11人及び1o 1 論されており w また組織（局数）からも、現行どおりでどう

lハ ・m

・常任委員会、特別委｜・各特別委員会の付議事件の調査・研究を目l., 0 

員会の委員会数の見直｜ 的として、委員聞の意見交換事例視察やlz特別委員会＼
｜ 参考人意見聴取などを行い、結論が得られl ＼ ー

し（ヨコ会） ｜ た時に報告書を提出する運営方法としていl付議事件を調査・研究ァーマとして、委員間討議や有識者
る。 I の知見活用による政策提言、意見型の運営方法としており、

． また、市会運営委員会において、役員改選の都度委員会の見
直しを協議することから、現行どおりでどう均五。

d.蚕頁在扇 11年（委員会条例第3条）
．議会自身について
（活発な議論を実現す

るために） （みんな）

0 委員任期は現行どおりとする。
0 特別委員会については、複数年にわたる計画等を審査す

るために委員任期の複数年制について協議する。

e 扇議文Iま調整を存lr.:議員τ委員間討議】
弓場 卜本会議においては、議員提出議案に対する
；議会自身について 質疑や討論が行われている。
（活発な議論を実現す・常任委員会では、質疑時に必要に応じ適宜

るために） （み長五’実施しており、特別委員会では、テでマに
山 F 沿って討議を実施している。

位協議又は調整の場【地方自治法第100条第 12l頁に基づく協1 L>. 
議又は調整の場］ I 議会の機能強化、議再活動を円滑かっ効率的に行うために
地方自治法の規定に基づき会議規則l等に規l必要に応じ協議又は調整の場を設置する。また、団長会議、

定した協議・調整の場は設置していない。 I 全員協議会など必要に応じて会議規則で位置付けていくこと
ー でどうか。

議員の活動として、目的達成に向け効率・効呆的に行うこ
ととすることでどうか。

f 議員連盟 議員連盟が設立され、議会局が庶務を彊註し
ている。

1 委員闇討議
0 必要に応じ適宜委員聞での討議は行われているが、引き

続き、討議により合意形成に努めることとする。
0 執行機関との質疑後に委員筒討議の場を設ける運営とす

る。



・中分類②権限
む～、、

議

よ

関

関

て

指

の

て

付

況

い

事

研

議

員

廃

で

る

に

に

に

い

い

る

体

し

配

状

て

否

・

る

委

改

決

局

よ

定

償

定

て

つ

け

団

を

議

営

し

子

出

査

よ

営

・

議

当

に

規

弁

決

れ

に

お

郭

認

会

経

付

一

属

提

訴

に

運

定

会

と

定

の

用

画

一

さ

書

。

に

外

確

本

の

配

一

に

を

の

案

全

制

長

会

規

項

費

計

告

見

る

査

び

・

の

体

で

項

案

件

提

市

の

団

議

の

5
の

の

出

報

意

い

審

及

せ

類

団

会

一

事

議

事

告

会

（

例

（

て

項

第

人

業

選

査

査

て

の

人

わ

書

る

員

一

B

る
議
報
員

J

条
J

い

2
例

条

証

事

を

監

審

め

で

法

合

明

ず

委

一

所

よ

付

て

委

て

）

る

き

っ

ぃ

第
条
B
る

要

名

で

算

求

会

政

し

説

準

任

一

｝

に

あ

も

い

項

よ

続

に

な

条
る
第
す
重

2
議

決

を

員

行

申

況

に

常

一

て

案

て

長

て

つ

事

に

手

出

は

6
す

法

問

る

員

会

り

明

委

立

て

状

体

の

一

い

提

い

議

い

に

認

）

案

提

ル

9
関

員

喚

た

委

本

た

説

別

独

し

営

団

管

一

お

会

お

を

お

案

確

者

立

の

一

第

に

務

の

わ

査

き

当

に

特

方

関

経

定

所

一

に

員

に

呆

に

議

－

成

の

案

ル

法

件

公

会

に

監

づ

に

員

算

地

に

の

法

各

一

宮

委

会

結

会

舘

出

せ

賛

前

議

た

治

事

方

員

期

ら

基

査

委

決

、

致

体

、

を

頁

て

員

、

員

可

提

わ

（

出

出

し

百

き

地

委

と

長

と

か

に

審

査

・

者

招

回

せ

類

委

い

委

い

委

は

員

合

派

提

提

わ

方
ベ
）
事
こ
）
こ
会
令
算
監
算
理
人
。
定
わ
書
一
任
つ
別
行
別
出
議
し
会
案
員
交

通
す
1
人
る
2
る
議
法
。
決
表
予
管
考
る
法
あ
明
。
一
常
に
特
を
特
提
「
申
「
議
）
議
り

・
決
（
り
す
（
す
・
・
る
代
・
定
参
い
・
に
説
る
一
・
務
・
究
※
案
・
会
・
の
定
・
取

強

郭

）

監

日

の

の

い

旨

会

ラ

が

一

み

み

出

当

当

の

外

明

る

）

の

長

年

よ

て

本

議

パ

事

ツ

一

組

案

組

提

の

（

限

む

公

す

明

そ

首

近

に

し

の

も

の

く

ネ

一

仕

提

仕

員

際

定

権

含

（

関

公

と

ど

、

進

加

制

ら

と

い

（

一

の

員

の

議

る

設

件

査

を

査

に

（

権

な

く

推

増

表

か

限

て

。

一

案

議

）

る

す

ル

事

監

）

人

審

行

価

成

行

き

の

に

代

民

権

つ

る

）

一

提

な

言

係

出

一

決
の
明
法
の
執
評
編
執
大
権
、
ら
元
在
長
保
あ
ク
一
員
的
提
）
に
提
ル

議
会
公
政
へ
策
び
算
な
は
分
さ
二
権
首
を
で
無
一
議
極
策
明
策
を
の
一

議
（
行
体
政
及
予
的
限
方
、
が
主
、
ス
要
・
一
・
積
政
公
政
案
と
）

c
・
化
・
団
・
視
・
常
権
地
り
る
や
が
ン
重
ト
一
b

－
一
（
（
・
議
局
局

1 地方自治法第96条第2項に基づく議決事件の拡大
0 基本構想に加え、行政全般に係る基本的な計画等の策

定、変更及び廃止を議決事件とするとともに、計画策定
前の説明及び計画策定後に定期的な報告を求めることと
する。

議決事件とする基本的な計画等の範囲について協議する
ことでどうか。

2 委員会審査のあり方
0 常任委員会、予算・決算特別委員会審査において、独立

行政法人を含む外郭団体の審査を適宜実施するととも
に、参考人制度などを活用し、外郭団体の責任者が出席
したうえで審査できる仕組みについて協議する。

0 現行の市会運営委員会申し香わせ・確認事項友び菌妄蚕
議決定を遵守し、現行どおり、各案件の内容等に応じ必
要な協議を行い、円滑な議員提案の提出を図ることとす
る。
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1 会期の決定方豆
会期日程は概ね2か月前に市会運営委員会で決定されてい

ることから現行どおりとすることでどうか。

2 会期中の日程調整
会期日程を最優先とすることを市会運営委員会申し合わ

せ・確認事項とすることでどうか。
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c 言扇-:-i憂干青審査 円扇扇あ蚕蚕及び審査克某逼扇］
・本会議・委員会（請陣願は、全て委員会付託している。請願者に
願、陳情審査｝等議会ド士、採択・不採択の結果を通知しているが、
審議・活動（自民） 伊成20年9月3日開催の運営委員会におい

｜て、審議等の結果は、本会議傍聴、インター
・請願などの審議方法門ツト中継、モニター放映及び議事録から知

トることができるため、請願者への通知文には
（民主） ｜ ｜理由を付記しないことを決定している。

．請願と署名議員の公ト［陳情の審査方法及び審査結果通知］
正化（議員の自己請願除情は、委員会審査の効率化を図る観点か
の取り扱い） （公明）｜ら，平成io年4月より、横浜市会請願及び．

2 請願・陳情受理期限
0 現行どおり当初議案上程日の5日前とする。
0 定例会中の請願・陳情の受理期限についてあらためて協

議する。

｜陳情取扱要綱の規定に基づき、地方自治法第13 審査結果通知
－陳情もすべて付託しI9 9条に関官るもの（意見書の提出）及びそl0 市会運営委員会において議論されてきている経緯もある
て審査する。 （共産）怖に類するもので必要と認めたもの（決議をl ことから現行どおりの取り扱いとする。

｜求めるもの）について関係委員会に付託しそl0 審査結果通知に採択・不採択の理由を明記する0

・請願書及び陳情書の｜の結果を通知している。 ー

あり方と紹介議員の取十それ以外のもの（行政要望等の陳情）につい
り扱い（ヨコ会） 巴は、運営委員会において、効率、効果的な

l委員会審査の観点から付託しないことを決定
しており、執行機関に回答を求め、陳情提出
者に通知している。

［紹介議員］
請願を審査する委員会の委員は、原則紹介議
員にならないこととしている。 （慣例）

［請願紹介議員からの意見聴取］
横浜市会請願及び陳情取扱要綱では、紹介議
員は委員会の要求に応じて説明しなければな
らないと規定しているが事例はない。

【自己請願］
自己請願に関する申し合わせ等はない。

4 議員の自己請願及び紹介議員
0 議員は審議権、議決権を持っていることから、

は遠慮すること等を協議する。
自己請願

d. 予事議裏の審査方｜・予算研究会4日（各会派） I 現行の予算議案の審査方法について見直しするのか。
法 卜本会議
二予算議案の審査方法｜ 予算代演質疑1日（交渉会派）
〔予算研究会、予算代｜ 予算関連質疑1日（各会派）
表・関連質疑、局別審｜・予算特別委員会（2委員会）
査、総合審査）の再検｜ 局別審査 10日
日 I 総合審査 1日（連合審査）1・見直し（当局） ｜ 常任委員会への審査委嘱4日（常任審査）

e パソコン等の持込｜・パYコンの持込は不可 I パソコン及び携帯電話等の持ち込み、プロジェクター等の使
l※平成20年9月3日開催の運営委員会におI用などについては、今まで、市会運営委員会において議論され

・議会自身について ｜いて、パソコンの持ち込みについては、操作lてきていることから、これまでの経緯を踏まえ市会運営委員会
（活発な議論を実現す｜による他の委員への影響や利用する場合の k協議依頼することでどうか。

るために） （みんな）｜ノトノレの確立やインフラ整備など課題の整理l
｜を進める必要があることを決定した。

・市会として、本市が｜・蹴電話の持込は禁止
取り組んでいる電子市｜※平成12年5月18日開催の運営委員会に
役所の先取りを行い筒｜おいて、携帯電話の会議室への持ち込みを禁
素で効率的な議会運営｜止する取り扱いとすることが口頭で申し合わ
を行う。 （ヨコ会） ｜されている。

f 藻涙芳志一 ｜蚕存； 蚕議・予決算蒋.8iJ萎頁蚕では起立l他都市で丙奪入実績、費用対効果などから現行どおりでEう
・議案等の電子採決 ｜採決文は簡易採決、常任委員会・運営委員会1か。
（押しボタン式投票 lは挙手採決又は簡易採決を原貝ljとしている。

の）導入

g 委員外の発言 ｜・委員外（傍聴）議員は認めている。 I 委員会運営上、委員外議員の発言は、委員会の許可制となっ
．議員相互で意見交換｜・委員外議員の発言は委員会の許可制としてlていることから現行どおりでどうか。
を行う。 （共産） ｜いる。
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基本的な論点「（ 5 ）議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に

関する他都市の特徴ある取り組みについて

1 調査都市（※平成 24年 11月末時点で議会基本条例を制定している都市）

① 2 2道府県議会 （基本条例施行順）

三重県、福島県、神奈川県、岩手県、大阪府、大分県、宮城県、北海道、

長壁皇、高知県、石川県、鹿児島県、奈良県、京都府、広島県、愛媛県、

兵庫県、長崎県、群馬県、沖縄県、宮崎県、鳥取県

② 8政令市議会 （基本条例施行順）

川崎市、さいたま市、名古屋市、広島市、新潟市、北九州市、盈E宜、

静岡市

2 調査項目

① 政治倫理に関する規定

② 議員報酬額・報酬改正の協議

③ 正副委員長報酬

④ 費用弁償の支給

⑤ 政務調査費交付額・公開状況

⑥ 海外視察の実施状況

⑦ 議員定数・定数改正の協議

③ 議員研修

3 



基本的な論点「（ 5 ）議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する他都市における特徴ある取り組み

※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項巨を整理した。その実施の有無を含め協議する。
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会派等提出の検討項目

提案
会派

検討内容

他都市における特徴ある取り絡み 横浜市会の現状 協議の方向性（案）

a政治倫理

（ 

5 
） 

E韮
① 政員

の
政

；・悶.. llb.議員報酬

’＇・ロ.. 
倫

倫
王浬

王軍
、

、 報

報
酬

酬
、

、 政

政
務

務
調

調
査

査
費

費
、

研
修

c費用弁｛寅

横浜市会議員が市民全体の奉仕者とし
て、公正かつ清廉を基本姿勢とし、常

ヨコ会｜に政治倫理意識に徹した議員活動に取
り組むに当たって、必要な事項を定め
ることを目的とした横浜市会議員政治
倫理条例や要綱を制定する。

公明｜議員報酬の適正額の考え方

共産

横浜市の議員報酬は、全国の市町村で
最高となっている（名古屋市と大阪市
は現在減額中）。厳しい財政状況のな
か、議員も身を削るべきだとの声があ
がっているが、身を陶iるのなら議員定
数の削減ではなく議員報酬の削減が有
効である。

｛政治倫理条例を制定している都市内部市）】
三重県、岩手県、宮城県（資産公開条例と合わせて規定）、奈良県、

広島県、長崎県

【政治倫理に関する婆綱、規程、綱領を制定（ 3都市）］
さいたま市、名古屋市、新潟市

【議会基本条例で政治倫理規定（ 2 2都市）】
（北海道、京都府、群馬県、川崎市、名古屋市、新潟市、北九州市、静

岡市を除く都市）

。平均報酬額は各都市の報酬条例で規定されている額により算
出。なお、 18都市ではこの条例規定額から特例条例に基づき相当
期間、定率分を削減している。

【道府県の報酬月額】
最高額議長120万円、副議長108万円、議員 97万円

（いずれも神奈川県）
最低額議長89万円（岩手県）、部議長80万円（岩手県）、議員76万円

（沖縄県）
平均額議長（101.9万円）、副議長（91.4万円）、議員（83.4万円）
※東京都（参考）議長127.5万、副議長115.1万円、議員102.5万円

【政令市の報酬月額】
最高額。議長109万円、副首室長 98万円、議員 88万円

（いずれも北九州市）
最低額．議長77.8万円、副議長70万円、議員65.3万円

（いずれも新潟市）
平均額議長（96.91万円）、副議長（85.94万円）、議員（78.33万

円）
【報酬のあり方等について協議中の都市（ 3都市）】
調査会等（特別職職員報酬！審議会を除く）を設置し協議を行っている。
三重県（議員報酬等に関する在り方調査会）、さいたま市（議会の在り

方に関する調査会）、名古屋市（議会改革推進会議）

【委員長報酬を支給している都市（ 2都市）】
愛媛県（83万円／月議員報酬82万円／月）
兵庫県（95.5万円／月議員報酬93万円／月）

【副委員長報酬を支給している都市（ 1都市）】
兵庫県（95万円／月議員報酬93万円／月）

［登庁時の費用弁倹及び旅費を支給していない都市（ 7都市）］
大阪府、鳥取県、さいたま市、名古屋市、新潟市、北九州市（平成25年

2月～）、静岡市

なし
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②正副委員長の報酬額について
－現行は、委員長で3万円（月額）、副委員長
で2万円（月額）議員報酬額よりも高くなって
いることについて協議

【登庁時の費用弁僚を支給している都市（ 2 1都市）】
l実費支給（6都市）

三重県、神奈川県、岩手県、※沖縄県、鳥取県、 ）11崎市
※離島居住者は定額（11,800円／日）

2 日額支給（15都市）
①定額及び実費を支給（4都市）
福島県、※京都府、広島県、長崎県
※京都市内居住者は定額分だけ支給

②居住地からの距離に応じた定額を支給（上記以外の11都市）

1費用弁償については日額支給を廃止し、さらに
平成19年度より日額として支給する費用弁償llr!J内旅費についても支給しないこととしている

を廃止 I 
’が、実費相当の費用弁償の支給について協議

なし

地方自治法の改正（平成24年9月5日公布）に
より、今後新たな名称となる政務活動資の範囲
において、議員の調査研究その他の活動に資す
る経費の一部が対象となった。その他、公費に
おける新たな制度的支援については法的に難し
いことから、現行どおりとすることでどうか。

ヨコ会｜正副委員長報酬の見直し（廃止等）

民主｜実費相当の交通認を支給

公明｜議員活動の制度的支援



基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の
検討項目

提案
他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 協議の方向性（案）

大分類 中分類 （抽象化）
会派 検討内容

民主 政務調査費の使途基準
｛道府県の交付額｝
（最1同額） 59万円／月 （大阪府）

陣値 』色値唾ーーーーーーーーーーーー司司””””回，回開園・田・・・・・・・・・・・・岨副・ーーーーーーーーーーーーーー （最低額） 25万円／月 （沖縄県・鳥取無）

公明 政務調査費のあり方 （平均額） 36.0万円／月

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司同骨骨骨骨骨開聞開園圃．．・・・・・・・・・岨圃岨値－－－ーーーーーーーー ※東京都（参考） 60万円／月 【交付額】 5 5万円／月
地方自治法の改正により現在、市会運営委員

d政務調査費
【政令市の交付額】

【公開している帳票類】
会において政務活動費の経費に充てることがで

政務調査費は、きちんと議員活動を行 （最高額） 50万円／月 （名古屋市） 収支報告書と 1円以上の領収書写
きる範囲を条例で定めるための協議がされてい
ること、また、横浜市会においては、すべての

うために、調査を行い、市民に報告す （最低額） 15万円／月 （新潟市）

共産
るために必要なものであるが、そのー （平均額） 33. 86万円／月

地方自治法一部改正（平成24年日月5日公布）
領収書の写しを公開していることから、会派か

方で第二の報酬などともいわれてお
に伴い政務活動資の経費の範囲（使途基準等）

ら提出された検討項目については、市会運営委

り、市民合意が得られているとは思わ 【公開している帳票類］
について市会運営委員会で協議中

員会に協議依頼することでどうか。

れない部分がある。 神奈川県（収支報告書）

愛媛県外（収の支26報都告市書（及収び1万円以上の領収書写）
上記以 支報告書と1円以上の領収書写）

（横浜市会議員の海外視察取扱い要綱）
（ 

① 
［海外視察を実施している都市（ 17都市）】

5 
・資格要件

政 公明 海外視察の公費負担のあり方
①予算の範囲内で実梅（7都市） 任期中（原則として 1回）海外視察を実施で

） 

’，，，. ロ
三重県、福島県、高知県、京都府、鳥取県、さいたま市、新潟市 きる。ただし、議員としての経歴が2年に満た

海外視察の実施については、市会運営委員会

言亀
倫

②任期中の支給限度額を規定して実施（4都市） ない期間は除く。
での協議結果で、 「その必要性から引き続き実

員
理

北海道（60万円）、奈良県（80万円）、石川県・名古屋市（ICD万円）
施する意義はある」とされたことから、旅費等

、 ③任期中の回数・支給限度額を規定して実施（5都市） ・旅費
の取り扱い及び視察後の広報のあり方について

の 報
””・’”’・・・・・・・・・・・・・・・岨・圃・－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーー－－－－胃情”””・・ 広島県（1回で10日程度・90万円）、北九州市（3回・80万円）、兵庫 旅費の限度額は120万円とする。ただし、 1

協議

政
国H 現在、議員 1人あたり 1期4年間で120

県.! II崎市・広島市（1回・so万円） 期の議員は60万円とする。
1 資格要件

j台
倫

、
e議員派遣 万円、 l期目の議員は3年目以降60万

④期数による支給限度額を規定して実施（1都市）
議員としての経歴が2年に満たない期間は

政 円を限度とする海外視察按が計上され
長崎県（2期以上130万円・1甥60万円） －報告書の公開

実施できないこと

理 務 ている。海外のすくoれた事例を調査す
市民情報センターに配架及びホームベージに

2 旅費

、 【海外視察を実施していない都市（ 1 1都市）】

報
調 ることは横浜市政のために役立つ場合

掲載し、市会での情報共有を図るとともに、市
①旅費の限度額は120万円となっているが、

酬 査 共産
もあるが、そうであれば、 1期の議員

①凍結・休止・自粛（7都市） 民に公開している。 1期の議員は60万円と差が生じていること

．、 費 は60万円を限度とするという差別があ
神奈川県（H21～24）、岩手県（H23～25）、大阪府8H20～）、宮城県

②旅費の限度額は120万円となっていること

政
るのはおかしい。

(H23～24）、鹿児島県・愛媛県（Hl9～24）、群馬県（HIS～） （運営委員会での協議結果）
3 報告審の公開

務
近年、地方財政は厳しい状況におか

②実施なし（2都市） 平成22年12月8日開催の運営委員会において
市民への情報提供及び議員聞での情報共有

調
れ、観光まがいの海外視察に対して市

大分県（H21～）、宮崎県（HIS～） 「海外視察については、その必要性から引き続
を!l1Iるため市民情報センターに配架及びホー

査
民の批判があがっており中止・凍結し

③制度なし（2都市） き実施する意義はある。また、視察経費や、視
ムページに掲載していること

費
ている議会が多い。

沖縄県、静岡市 察後の広報のあり方等については、必要に応じ
改選後に協議する。

、

研 【大前阪回府改、選時に定数を削減した都市（ 1 1都市）］

修
、宮城県、北海道、石川県、鹿児島県、京都府、兵庫県

鳥取県、川崎市、さいたま市、北九州市
【現行の議員定数】 議員定数については、遅くとも平成26年第4

【次期改選時に定数を削減する都市（ 1都市）】

f.議員定数

86人（平成23年改選において92人→86人） 回定例会までに団長会議及び市会運営委員会に

静剤市 ※地方自治法第91条において、市町村の議会の おいて、平成22年国勢調査の確定値に基づく新
議員の定数は条例で定めることと規定されてい たな各選挙区選出議員数をj決定し、条例の改正

【次期改選に向け協議を行っている都市（ 7都市）】 る。 （定数上限撤廃） を行う必要があることを確認することでどう

三重県、大阪府、大分県、北海道、石川県、さいたま市、新潟市で特別 か。

委員会や検討協議会等を設置して協議中

【議員研修の実施】
・年4回程度実施（＝重県、岩手県、大分県）

－改選時に新人議員への説明会を実施
②研修 ・年2～3回程度実施（大阪府、奈良県、群馬県、新潟市、静岡市） 制度として議員研修を位置づけすることにつ

－年1回程度実施（福島県、宮城県、兵庫県、長崎県、鳥取県、川崎市）
－議員連盟における研修の実施

いて協議
・米実施（14都市）
※改選時において新人議員への説明会を概ね各都市で実施

2 
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0宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例

平成十一年十二月二十一日

宮城県条例第七十二号

宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例をここに

公布する。

宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例

地方分権推進の中で、地方議会の使命と役割が一層大きくなってきている i

が、主権者たる県民の信託を受け議会を構成している議員の政治倫理の確立

は、その根幹である。ここに宮城県議会の権威と名誉を守り、議会制民主主

義の健全な発展に資するため、本条例を制定する。

（目的）

第一条 この条例は、県民の厳粛な信託を受けた宮城県議会議員（以下「議員」

という。）の責務及び行為規範並びに議員が自らの資産を公開すること等につ

いて定めることにより、政治倫理の確立を期し、もって公正で聞かれた民主

政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

（責務）

第二条 議員は、自らに重大な使命とより高い倫理的義務が課せられている

ことを深く認識し、かりそめにも県民の非難を受けることのないよう政治倫

理の向上に努めなければならない。

2 県民は、主権者として公共の利益の重要性を深く認識し、議員の権限又は

地位による影響力を不Eに行使させることのないよう努めなければならない。

（行為規範）

第三条 議員は、次の各号に掲げる行為規範を遵守しなければならない。

一 議員は、自らの行動を厳しく律するとともに、議員としてふさわしい品位

と識見を養うこと。

二 議員は、県民の信託を受けた代表者であることを自覚し、公正な選挙活動

及び清廉な政治活動を行い、自らの使命の達成に努めること。

三 議員は、県民全体の福祉の向上を目指して行動することを本旨とし、特定

の利益を求め、公共の利益を損なうことのないよう努めること。

四 議員は、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより公務員の公正

な職務遂行を妨げるなど、不正な行為をしないこと。

2 議員は、前項各号の行為規範に反する事実があるとの疑惑を受けたときは、

自ら進んで真撃かつ誠実に疑惑を解明するよう努めなければならない。

（資産等報告書等の提出）

第四条 議員は、その任期開始の日（再選挙文は補欠選挙により議員となった

者にあってはその選挙の期日とし、更生決定又は繰上補充により当選人と定

められた議員にあってはその当選の効力発生の臼とする。次項において同

じ。）において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に

応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百

日を経過する日までに、宮城県議会議長（以下「議長」という。）に提出しな

ければならない。

1 



土地（信託している土地（自己が帰属権利者であるものに限る。）を含む。）

所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続（被相続人からの遺贈を含

む。以下同じ。）により取得した場合は、その旨

二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の毘的とな

っている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得し

た場合は、その旨

四 預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金を除く。） 預金

及び貯金の額

五 有価証券（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項及

び第二項に規定する有価証券に限る。） 種類及び種類ごとの額面金額の総額

（株券にあっては、株式の銘柄及び株数）

六 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品（取得価格が百万円を超えるものに

限る。） 種類及び数量

七 ゴルフ場の利用に関する権利（譲渡することができるものに限る。） ゴル

フ場の名称

八 貸付金（生計をーにする親族に対するものを除く。） 貸付金の額

九 借入金（生計をーにする親族からのものを除く。） 借入金の額

2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲

げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産

等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その

翌年の四月一日から同月三十日までの聞に、議長に提出しなければならない。

（平一三条例五九・平一九条例四八”平一九条例四九・一部改正）

（所得等報告書の提出）

第五条 議員（前年一年間を通じて議員であった者（任期満了又は議会の解散

による任期終了により議員でない期間がある者で、当該任期満了又は議会の

解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該議会の議員で

ない期間を除き前年一年間を通じて議員であった者）に限る。）は、次の各号

に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から

同月三十日までの問（当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了

により議員でない期聞がある者で、当該任期満了文は議会の解散による選挙

により再び議員となったものにあっては、同月一日から再び議員となった日

から起算して三十日を経過する固までの問）に、議長に提出しなければならな
し、。

一 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得

に係る次に掲げる金額（当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額

及びその基因となった事実）

イ 総所得金額（所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二十二条第二項に規

定する総所得金額をいう。）及び山林所得金額（同条第三項に規定する山林所

得金額をいう。）に係る各種所得の金額（同法第二条第一項第二十二号に規定

する各種所得の金額をいう。）
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口 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の規定により、所得税法第

二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額で

あって規程で定めるもの

二 前年中において贈与により取得した財産について、同年分の贈与税が課さ

れる場合における当該財産に係る贈与税の課税価格（相続税法（昭和二十五年

法律第七十三号）第二十一条のニに規定する贈与税の課税価格をいう。）

（関連会社等報告書の提出）

第六条 議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その、他の法人（法人

でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この

条において同じ。）の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社

その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、

同月二日から同月三十日までの問（当該期間内に任期満了又は議会の解散に

よる任期終了により議員でない期聞がある者で、当該任期満了又は議会の解

散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月二日から再び議

員となった日から起算して三十日を経過する日までの間）に、議長に提出しな

ければならない。

（資産等報告書等の保存及び閲覧）

第七条 前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、

所得等報告書並びに関連会社等報告書（以下「資産等報告書等」という。）は、

これらを受理した議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から

起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 県民は、議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の

閲覧を請求することができる。

（審査の請求）

第八条 議員は、第三条第一項各号の行為規範に反する疑いがあると認めら

れる議員があるとき、又は、重E重から皇室主までの規定により提出された

資産等報告書等に重大な虚偽があると認められる議員があるときは、これを

証する資料を添え、議員定数の二分の一以上の議員の連署をもって、文書で

議長に審査を請求することができる。ただし、一会派のみの議員の連署によ

る請求ではその効力を生じない。

（審査会の設置）

第九条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査す

るため、議会に宮城県議会政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置

するものとする。

2 審査会は委員十五人以内とし、委員は各会派から推薦を受けた議員のうち

から議長が指名する。

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 審査会の会議は、原則として非公開とする。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、有識者の意見を聞くこ

とができる。

（審査結果の報告）
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第十条 審査会の委員長は、審査の結果を取りまとめ、議長に対し報告する

ものとする。

（辞職勧告等の措置）

第十一条 審査会がその審査により、議員が第三条第一項各号の行為規範に

反し、又は、その資産等報告書等に重大な虚偽があり＼政治的、道義的に責

任があると認めた場合には、議長は、議員辞職勧告又はその他の措置を講ず

ることについて議会に諮らなければならない。

（委任）

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、議長が別に定める。

附員lj

（施行期日）

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

（見直し）

2 この条例の施行後三年を経過した場合においては、議員活動の状況及び議

会を取り巻く情勢等を踏まえ、この条例に規定する内容について見直しを行

うものとする。

（条例の廃止）

3 政治倫理の確立のための宮城県議会議員の資産等の公開に関する条例（平

成七年条例第二十二号）は、廃止する。

附 貝lj（平成一三年条例第五九号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 員lj（平成一九年条例第四八号）

この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五

号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成一九年九月三O日）

附 員lj（平成一九年条例第四九号）

（施行期日）

1 この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成十七年法律第百二号。次項において「法」という。）の施行の日から施

行する。

（施行の日＝平成一九年一O月一日）

（経過措置）

2 第一条の規定による改正後の宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等

の公開に関する条例第四条の規定の適用については、この条例の施行の日前

に有していた郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）及び法附則第三条第十号に規

定する旧郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）は、預金とみなす。
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0新潟市議会議員政治倫理要綱

（目的）

第1 この要綱は，「政治倫理の確立に関する決議」（平成17年12月19日）に基

づき，政治倫理の確立を趣旨とし，新潟市議会議員（以下「議員」という。）

は市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し，その受託者たる

議員は市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め，市民の市政に対す

る主権者としての自覚を喚起することによって，清廉かっ公正で関かれた民

主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

（議員の責務）

第2 議員は，市民の代表として市政に携わる機能と責務を有することを深く

認識し，公正，誠実，清廉を基本とし，厳しい倫理意識に徹して積極的に活

動し，その使命の達成に努めなければならない。

（宣誓書の提出）

第3 議員は，乙の要綱を遵守する旨の宣誓を行うものとし，議員の任期開始

の日から30日以内に，別に定める宣誓蓄を新潟市議会議長に提出しなければ

ならない。

（行為の規範）

第4 議員は，次に掲げる政治倫理における行為の規範を遵守しなければなら

ない。

(1）議員は，市民の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為

を慎み，その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしな

いこと。

(2) 政治活動に関して企業，団体等から政治的又は道義的社昨リを受けるおそ

れのある寄約等を受けないこと。

(3）市職員の公正な職務執行を妨げ，その権限若しくはその地イ立による影響

力を不正に行使するよう働きかけないこと。

的則

（施行期日）

1 この要綱は平成19年3月l日から施行する。

（適用）

2 前項の規定にかかわらず，第3の規定は，平成19年5月2日以後に新たに

任期が始まる議員から適用する。

5 

' 



’ 

年 月 日

新潟市議会議長 様

新潟市議会議員

l=P 

書壇口出旦

私は，新潟市議会議員政治倫理要綱に規定する目的に基づき，次の事

壌を遵守することを固く誓います。

(1）議員の責務に関する事項

(2) 行為の規範に関する事項

' 
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政治倫理に関する議会基本条例における規定例

【宮城県】

（政治倫理）

第 9条 議員は、県民の負託にこたえるため、自らに重大な使命と高い倫理的

義務が課せられていることを深く認識し、宮城県議会議員の政治倫理の確立

及び資産等の公開に関する条例（平成11年宮城県条例第72号）を遵守し、議

員としてふさわしい品位を保持し、及び識見を養うものとする。

【さいたま市］

第 8章政治倫理

（政治倫理）

第30条 議員は、職務に関する倫理を保持し、公正を疑わせるような行為をし

てはならない。

2 議員は、毎年、資産等の公開をしなければならない。
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基本的な論点「（ 6 ）大都市自治における議会のあり方」に

関する他都市の特徴ある取り組みについて

1 調査都市

① 1 9政令市議会

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、相模原市、新潟市、

静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、

広島市、北九州市、福岡市、熊本市

2 調査項目

① 行政区の事務事業の監視

② 行政区への権限移譲

③ 国に対する働きかけ
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基本的な論点「（ 6 ）大都市自治における議会のあり方」に関する他都市における特徴ある取り組み 月lj紙
※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項目を整理した。その実施の有無を含め協議する。

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の

他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 協議の方向性（案）検討項目
大分類 中分類 （抽象化） 提案

検討内容会派

①規模の大きな自治体においては、一
人の長によって民意を汲むよりも、各
区より選出された議員達によって予算
編成と行政執行を行う方が、きめ細か
い民意の市政反映を可能にする。②規 。「（ 6 ）大都市自治における議会のあり方」に関しては、
模の大きな自治体の議会では政党政治 全政令市の状況を調査し、特徴ある取り組みを掲載していま
（会派運営）が定着し国政との連動も

す。
顕著である。党議拘束を生かした政党

a地方自治制度 民主 政治を行うのであれば議院内閣制を採
【行政区の事務事業の監視】用するべきで、少なくとも自治体が最

適な政府形態を選択可能な状態にする ①本会議への区長の出席（6都市）
べきである。③自治体規模によって政 仙台市（全区長）、千葉市（一般質問通告に応じ当該区長）、
治体制を柔軟に住民投票によって決定 川崎市（代表・一般質問時に全区長）、京都市（市会説明の区

（ できることは世界標準であり、住民の 長・支所長は必要に応じ出席要請）、福岡市（第1固定例会代 －地方自治制度における大都市制度に関し
6 意思によって二元代表制か議院内閣制 表質疑時に全区長）、熊本市（全区長） ては、大都市行財政制度特別委員会及び

） かを選択できる自治法とすべき。そう ②常任委員会及び予・決算特別委員会への区長の出席（10都市） 政策・総務・財政委員会において議論が

大
することで地方議会の存在価値そのも 札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、相模原市、新潟市、京都 されている。また、それに伴う要望活

大都市自治における議会のあり方につい
都

のを住民意思によって決定できる。 市、堺市、岡山市、熊本市では区所管局での審査時に全区長 動、国への働きかけも行っている。
ては、大都市制度に関し、横浜市が要望し

市 若しくは関係区長が出席
ている特別自治市を踏まえ、大都市行財政

自 ③その他の取り組み
制度特別委員会及び政策・総務・財政委員

j台 －新潟市（委員会条例第2条で各常任委員会がそれぞれ関連分野 －本会議に区長は出席していない
会において議論等がされているが、現在進

の区の課を所管することを規定） ・予・決算特別委員会での市民局審査及び
められている区への権限移譲に伴い、議会お

b区への権限移譲 民主 区への権限移譲にともなう議会として －さいたま市（基本条例第26条で区行政について検討する場を設 審査委嘱された市民・文化観光・消防委
として区に関与する仕組みについて協議lナ のチェック機能のあり方 けることができることを規定→具体的な手法の検討には至ってい 員会に区長会議の議長区及び幹事区の区

る ない） 長が出席している。
－常任委員会

E轟 －北九州市（区政推進事業費の決算審査に当たり、各区で区選出 －常任委員会審査においては必要に応じ関
－予算・決算特別委員会

~ 議員への事前説明を実施） 係する区長の出席を求めている。
－区づくり推進横浜市会議員会議

の
－区づくり推進横浜市会議員会議においあ

【行政区への権限移譲に関する取り組み】 て、予算、決算、執行計画及び執行状況

方 ・千葉市（平成25年度予算から一部事業において予算請求権を区 等が報告されている。l

長に付与）
・大阪市（区長公募制により局から区長に権限が移譲された部分
についての対応を検討中）

・堺市（行政区所管局の所管常任委員会で都市内分権、区役所

c国に対する働きか
ヨコ会 地方議会の充実強化と活性化

機能・区長権限の強化等について協議中）

lナ
【その他】
－名古屋市（区役所改革を付議事件とする特別委員会を設置）
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